
令和８年度 Google ビジネスプロフィールを活用した飲食店等の  

情報発信事業業務委託に係る企画提案募集要項 

 

 

１ 事業目的  

「第３次かわさき観光振興プラン」において、令和６年の川崎市内宿泊施設における

外国人宿泊者数は、推計 41 万人となる一方、令和５年度の「外国人観光客動態分析調査」

における消費動向では、訪日外国人の約８割が川崎区と幸区に訪問しているが、ホテル

や飲食店など複数業種を横断しての利用は少ない状況である。  

こうした状況を踏まえ、川崎駅周辺に宿泊する訪日外国人を主なターゲットとし、国

内外で広く活用されている Google の地域検索サービス「 Google マップ」や、 Google の

ローカル検索で掲載される施設・店舗情報を管理できるツールである「 Google ビジネス

プロフィール（以下 GBP）」の登録・運用支援を通じ、市内の観光施設並びに川崎駅およ

び川崎大師駅周辺の飲食店、土産品販売店、その他の観光関連施設（以下「川崎駅周辺

エリアの飲食店等」という。）の情報発信を行うことで、エリア全体での地域経済の活性

化を図る。  

 

２ 公募の内容  

（１）委託業務の名称  

   令和８年度 Google ビジネスプロフィールを活用した飲食店等の情報発信事業業務

委託 

（２）委託業務の内容  

  別添仕様書のとおり。 

（３）履行期間 

 契約締結日から令和９年２月２６日まで  

（４）概算金額  

 ６，２９８，０００円以内（消費税及び地方消費税を含む）  

（５）選考方法  

   企画提案方式による提案審査  

募集内容や応募資格に合致していない企画は選考対象外とする。    

 

３ 参加資格  

本プロポーザルの参加資格は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。 

（１）GBP の登録・運用支援業務、もしくは自治体と共創し、飲食店等の情報発信を通じ

地域経済の活性化を図った実績又は実施可能な実施体制を持っていること。 

（２）法人格を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の１１の規定に該当しない者であること。 

（４）仕様書に示す業務内容を、公正かつ的確に遂行し得る者であること。  

（５）本プロポーザルについては、単独の事業者による参加のほか、複数の事業者で構成

される共同企業体（以下「共同企業体」という。）による参加を認めるものとする。

共同企業体で参加する場合は、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。  

ア 共同企業体は、参加資格を有する者により結成されなければならない。  

イ 共同企業体の結成は、委託業務の履行に必要な許可を受けている者が任意に結成  

するものとする。ただし、当該委託業務に係る２以上の共同企業体の構成員とな

ることはできない。  

ウ 共同企業体は、受注した委託業務について、他の者（当該共同企業体の構成員を

含む。）を下請負人にしてはならない。  

エ 共同企業体は、参加意向申出書（以下「申出書」という。）に、共同企業体協定書

（様式任意）及び構成員ごとの役割分担が分かる資料を提出すること。  

オ 参加意向申出書の提出後において、共同企業体の構成員の変更（追加、脱退又は

入替え）は、原則として認めない。  



 

４ 企画提案の流れ  

（１) 質問書の受付  

ア 受付場所  ：「１１ 問合せ先」と同じ。 

イ 受付期間  令和８年５月７日（木）１７時までに必着のこと。  

ウ 質問方法  

（ア） 質問書は、電子メールにより送信すること。 

（イ） 電子メールによる質問以外には、回答しないものとする。  

エ 回答方法  

受付期間に寄せられた質問に対する回答については、令和８年５月１１日（月）

までに質問者に対して電子メールにて送信する。  

（２）参加意向申出書の提出  

 ア 提出期限：令和８年４月２４日（金）～５月１３日（水）１７時までに必着のこと。  

イ 受付場所：「１１  問合せ先」と同じ。  

ウ 提出書類  

（ア） 参加意向申出書（別添様式１）  

（イ） 本実施要領「３ 参加資格」についての説明資料（様式は任意）  

エ 提出方法  

持参又は郵送（書留郵便等の配達記録が残る方法に限る）により提出する。  

持参の場合は事前に電話にて連絡をすること。  

提出期限最終日の１７時までに必着のこと。  

オ 参加資格確認の結果通知  

（ア） 令和８年５月１４日（木）  

（イ） 参加意向申出書の提出期間終了後、参加者が参加資格を満たす者であるかを

確認し、その結果を電子メールで通知する。  

（ウ） 参加資格なしとの通知を受けた者は、書面によりその理由に対する説明を求め

ることができる。ただし、その期間は令和８年５月１９日（火）までとする。 

（３）企画提案書等の提出  

ア 提出書類：企画提案書（A４版、表紙及び会社概要を含む１５ページ以内）  

見積書（A４版、任意様式）  

業務実績一覧表（A４版、任意様式） 

実施体制（A４版、任意様式）                   

イ 提出部数：印刷物として各３部及び PDF 形式のデータ  

ウ 提出期限：令和８年５月２０日（水）１７時まで（必着）  

エ 提出方法：持参又は郵送（PDF 形式のデータはメールにて提出）  

オ 提 出 先：「１１ 問合せ先」と同じ。  

 

５ 企画提案に求める内容  

（１）企画の全体像  

事業の全体フレームやスケジュール案  

企画の狙いや実施後に想定する成果  

（２）実施内容  

具体的な企画内容（参画店舗の選定方法や導入支援方法等を含む）  

（３）独自提案  

当該業務に対して独自の提案がある場合はその内容  

（４）実施体制  

当該企画を運営する実施体制  

（５）過去の類似業務の実績  

   代表的な実績がある場合はその内容  

 

６ 審査方法  

（１）  選定委員会の設置  



ア 「令和８年度 Google ビジネスプロフィールを活用した飲食店等の情報発信事業業

務委託に係る企画提案審査会」を設置する。 

イ 選定委員の数は３名とする。 

（２）提案会（ヒアリング）の実施  

提案事業者は、事前に提出した企画提案書類に基づき、提案説明１５分、質疑応答

１０分程度で提案説明を行うものとする。 

提案事業者数により、提案説明時間等を変更する場合がある。提案会当日の新たな

資料追加は認めない。 

  ア 開催日   令和８年５月２２日（金）（予定）  

イ 開催場所   川崎市役所本庁舎９階経済労働局会議室  

（川崎市川崎区宮本町１） 

（３）審査の進め方  

  ア 提出された企画書等について、書類及びプレゼンテーションにより審査を行う。 

  イ 各選定委員の評価点を集計し、その合計点数により順位を決定する。 

  ウ 最も高い得点を獲得したものを最優秀提案者として選定する。  

  エ 同点の場合は次の順で業者を選定するものとする。 

①  評価基準の「企画内容」が最も高い点数の業者を選定  

②  評価基準の「実行可能性」が最も高い点数の業者を選定  

③ 見積書の総額が最も安い業者を選定  

（４）審査結果の通知  

令和８年５月２７日（水）（予定）  

 

７ 評価基準  

（１）評価基準 

   選定委員会を設置し、企画提案書の内容に基づいて審査を行い、選定する。 

審査項目  審査内容  点数 

企画内容  
・本事業の目的を十分に理解したうえで、魅力的な提案

が行われているか。  
25 点 

実行可能性  ・提案に具体性があり実現可能な内容となっているか。  20 点 

専門的知識  ・事業実施に必要な専門的な知識・能力を有しているか。 20 点 

類似業務の実績  ・過去に類似業務の実績を上げているか。  20 点 

事業実施体制  ・柔軟かつ確実に遂行できる体制となっているか。  10 点 

見積額 ・予算に対して適正な見積りがされているか。  5 点 

合計点数  100 点 

 

（２）参加が無効となる場合  

   企画提案書が以下の項目に該当する場合には、参加を無効とする場合がある。 

   ア 提出期限、提出先及び提出方法が適合しないもの。  

   イ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。  

   ウ 虚偽の内容が記載されているもの。  

 

８ 業務委託の契約手続き  

  次のとおり、業務委託の契約手続きを行う。 

（１）選定された提案者は、観光協会と別途協議を行い、協議が整った場合に、契約締結

となる。 

（２）契約の際に提案内容の一部を変更することがある。 

（３）選定された提案者との協議が整わない場合は、提案次点者と契約手続きを行う。 



 

９ 留意事項  

（１）参加に係る経費は参加者の負担とする。 

（２）提出された書類は、原則として返却しないものとする。 

（３）提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。 

ただし、書類の受領後、観光協会が必要あると判断した場合には補足資料を求める

ことがある。 

（４）提出された書類は、選定以外の目的には、無断で使用しないものとする。 

（５）選考の内容についての問合わせには、一切応じないものとする。  

 

１０ スケジュール  

（１）公募開始  

令和８年４月２４日（金）  

（２）企画提案に関する質問書の受付  

令和８年５月７日（木）１７時まで  

（３）質問書に対する回答  

令和８年５月１１日（月）  

（４）参加意向申出書の提出  

   令和８年５月１３日（水）１７時まで  

（５）参加資格通知  

   令和８年５月１４日（木）  

（６）企画提案書の受付 

令和８年５月２０日（水）１７時まで  

（７）企画提案審査会  

令和８年５月２２日（金）  

（８）審査結果通知  

令和８年５月２７日（水）（予定）  

（９）契約 

令和８年５月２８日（木）（予定）  

 

１１  問合せ先  

  一般社団法人川崎市観光協会    

  〒212-0013 

神奈川県川崎市幸区堀川町 66-20 川崎市産業振興会館 8 階 

  担当：長谷川（事務局長）、竹原（観光推進部長）  

TEL：044-544-8229（直通）  

Email： hasegawa@k-kankou.jp,takehara@k-kankou.jp 

受付可能日時：平日の 9：00 から 17：00 まで（正午から 13：00 までを除く）  

 


